
物 品 等 の 名 称 及 び 数 量 北三陸沿岸地域埋蔵文化財発掘調査

契約担当官等の氏名並びに所属 〇分任支出負担行為担当官　東北地方整備局　三陸国道事務所長　石渡　史浩

〇国土交通省　東北地方整備局　三陸国道事務所

す る 部 局 の 名 称 及 び 所 在 地 〇岩手県宮古市藤の川４番１号

契 約 締 結 日 令和　３年１０月　４日

〇公益財団法人　岩手県文化振興事業団
〇岩手県盛岡市内丸１３番１号

契 約 金 額

（消費税及び地方消費税含む）

予 定 価 格

（消費税及び地方消費税含む）

随意契約によることとした理由 別添契約理由書のとおり

備 考

随　意　契　約　結　果　書

　注）１　公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載する
　　　　とともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記
　　　　載する。

　　　２　予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

契約の相手方の氏名及び住所

￥２５，６３３，３００－

非公表



契約理由書 

 

 

件名：北三陸沿岸地域埋蔵文化財発掘調査 

契約の相手方：公益財団法人岩手県文化振興事業団理事長 高橋 嘉行 

 

随意契約理由 

本調査は、三陸沿岸道路事業に伴い、道路用地の一部に埋蔵文化財包蔵地

が確認されたため、文化財保護法の趣旨にのっとり発掘調査を実施するもの

である。 

三陸沿岸道路事業に係る発掘調査については、当該事業に係る遺跡につい

て専門的な学識と調査実績を有する公益財団法人岩手県文化振興事業団と契

約事務を取り進めるよう岩手県教育委員会から通知されている。以上のこと

から、本発掘調査を実施することができるのは、上記相手方のみである。 

よって、会計法第２９条の３第４項並びに予算決算及び会計令第１０２条

の４第３号により随意契約を行うものである。 

 

 

 

令 和 ３ 年  月  日 

調査課長  石曾根  晃    
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